
地
域
福
祉

　
「
地
域
福
祉
」と
は
、
自
治
体
や
地
域
住
民
・
民
間

団
体
が
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
を
単
位
と
し
て
福
祉

問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の
解
決
を
目
指
す
総
合
的
な

施
策
と
実
践
活
動
の
こ
と
で
す
。

　
福
祉
と
い
う
言
葉
に
は「
幸
福
」と
い
う
意
味
が
あ

る
た
め
、「
地
域
で
暮
ら
す
人
の
幸
せ
を
み
ん
な
で
目

指
す
取
り
組
み
」と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

今
、
社
会
で
は
、
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
が
進

む
と
と
も
に
、
個
人
の
価
値
観
や
生
活
ス
タ
イ
ル
の

多
様
化
に
よ
っ
て
地
域
住
民
同
士
の
つ
な
が
り
が
希

薄
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
虐
待

や
孤
独
死
、
潜
在
的
な
生
活
困
窮
、
子
ど
も
の
貧
困

の
連
鎖
な
ど
、
従
来
の
縦
割
り
制
度
で
は
十
分
に
対

応
し
き
れ
な
い
課
題
も
顕
在
化
し
て
お
り
、
そ
の
解

決
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
本
市
は
本
市

の
地
域
福
祉
施
策
の
指
針
と
な
る「
第
３
期
佐
世
保

市
地
域
福
祉
計
画
」を
本
年
３
月
に
策
定
し
ま
し
た
。

本
市
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
課
題
に
市
民
の
皆
さ
ん
な

ど
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
、
本
年

３
月
に「
第
３
期
佐
世
保
市
地
域
福
祉
計
画
」を
策

定
し
ま
し
た
。
今
回
の
特
集
で
は
、
こ
の「
地
域
福

祉
」に
焦
点
を
当
て
、
本
市
の
高
齢
化
や
世
帯
数
の

現
状
、
地
域
福
祉
に
関
す
る
課
題
、
地
域
福
祉
計
画

の
概
要
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

地
域
で
暮
ら
す
人
の
幸
せ
を

　
　

み
ん
な
で
目
指
す
取
り
組
み

佐
世
保
市
地
域
福
祉
計
画

　
地
域
福
祉
計
画
と
は
、
社
会
福
祉
法
を
根
拠
と
し

て
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
行
政
、
住
民
、
事
業
者
、

民
間
団
体
が
一
体
と
な
っ
て
支
え
合
う
総
合
的
な
地

域
福
祉
に
取
り
組
む
計
画
の
こ
と
で
す
。
本
市
は

平
成
21
年
3
月
に
第
１
期
佐
世
保
市
地
域
福
祉
計
画

を
、
26
年
３
月
に
第
２
期
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
第
３
期
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
や
座
談
会
等
を
実
施
し
て
現
状
や
ニ
ー

ズ
の
把
握
な
ど
に
努
め
、
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議

会
連
合
会
や
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
関
係
機
関
の
代
表
者
な
ど
で
委
員
を
構
成
す

る「
地
域
福
祉
計
画
推
進
委
員
会
」で
検
討
し
、本
年

３
月
に
策
定
を
行
い
ま
し
た
。

　
計
画
期
間
は
5
年
間
で
、
今
後
、
地
域
共
生
社
会

の
実
現
に
向
け
、
地
域
課
題
解
決
の
た
め
の
仕
組
み

づ
く
り
や
福
祉
活
動
の
充
実
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な
ど
の
施
策
に
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。

　
こ
う
し
た
施
策
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に

は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が「
自
分
や
家
族
が
暮
ら
し
た

い
地
域
」に
つ
い
て
主
体
的
に
考
え
、
積
極
的
に
参

加
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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特
集 

第
３
期
佐
世
保
市
地
域
福
祉
計
画

計画策定のため市内 3 地区で実施した「座談会（地域づくりカフェ）」。写真は中部ブロックの様子（平成 30 年 7 月 22 日）

※本市では「地域福祉計画」と、地
域福祉推進の中心的な組織である
佐世保市社会福祉協議会が策定す
る「地域福祉活動計画」を一体的
にした計画書を作成しています。

佐世保市地域福祉
計画の全文は
こちらからどうぞ



統計から見る本市の現状アンケート結果から見る市民の現状

少子高齢化が進展

単独世帯が増加

高齢者世帯が増加

年齢区分別の人口構成割合を見ると、年少
人口が低くなる一方で、高齢者人口の割合
が顕著に高くなっており、少子高齢化が急
速に進んでいることが分かります。

各世帯を種類別に見ると、「親と未婚の子だ
けの世帯」「三世代世帯」の減少が続いてい
る一方で、「単独世帯」の増加が顕著になっ
てきています。

高齢者世帯の推移を見てみると、高齢化の
進行とともに、「65 歳以上の高齢者がいる
世帯」の総数が急激に増加しています。ま
た、同時に核家族化も進行しているため、「高

齢者だけの世帯」が
増加傾向にあり、社
会的な孤立を招きが
ちな「高齢者の単身
世帯」も増加が続い
ています。

※資料：国勢調査

※佐世保市の地域福祉の推進に関する調査（平成 29 年 10 月～ 11 月）
　18 歳以上の市民 3,300 人対象　有効回答数 1,244 件

年齢区分別の人口構成割合

平成 7 年 12 年

17.4 20.4 23.1 25.8 29.1

65.5 64.2 62.6 60.5 57.6

17.1 15.4 14.3 13.7 13.3

100%

80%

60%

40%

20%

0%
17 年 22 年 27 年

高齢者人口
（65 歳以上）

生産年齢人口
（15 ～ 64 歳）

年少人口
（0 ～ 14 歳）

平成
12 年

17 年

22 年

27 年

26.6 20.9 39.6 9.0 3.9

28.9 21.3 37.9 7.9 4.0

31.4 21.3 36.2 6.7 4.4

33.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

21.3 35.0 5.9 4.1

親と未婚の子
だけの世帯

夫婦だけ
の世帯単独世帯 その他

の世帯

世帯種類別の構成割合

5 万
世帯

4 万

3 万

2 万

1 万

0

20,298

34,944

6,540

8,106

65 歳以上
単身世帯数

（全世帯数）

65 歳以上
夫婦だけの

世帯数

その他
65 歳以上の

いる世帯
19,892

38,109

8,211

10,006

20,932

41,800

9,390

11,478

20,738

43,446

10,220

12,488

21,643

47,359

11,370

14,346

高齢者世帯の総数と種類別構成割合

平成 7 年

（87,915） （90,170） （96,126）（104,587）（106,249）

12 年 17 年 22 年 27 年

40%

42.8

地域に家族以外に相談できる人がいるか

あまり
そう思わない

まあそう思う

そう思う

無回答

そう思わない

25.6

0% 10% 20% 30%

30.8

0.8

22.5

20.3

地域のために何か役に立ちたいか

あまり
そう思わない

まあそう思う

そう思う

無回答

そう思わない

0% 10% 20% 30%

1.2

6.4

27.2

19.6

45.6

40% 50%

65.2

40%

67.1

地域活動への参加機会があるか

あまり
そう思わない

まあそう思う

そう思う

無回答

そう思わない

19.7
14.4

17.6

26.6

18.4

0% 10% 20% 30%

34.3

1.0

35.6

31.5

0.9
■ = 全体
■ =30 代以下

地域福祉に関する本市の課題
相談支援体制・連携の充実
身近な地域において、地域の課題把握・解決のため、相談しやすい環境づくりや相談支援体制の充実が求められています。

課題を解決できる地域力の強化
地域のために何か役に立ちたいと思っていても、それが活動につながっていない矛盾があることから、ボランティア・
市民活動団体の PR や活動の推進による福祉活動の充実、人材育成に取り組み、地域の力で課題を解決できる仕組みづく
りが必要です。

ニーズに応じた福祉サービスの充実
専門職や関係機関が連携し、フォーマル・インフォーマルサービスを組み合わせ自立した生活を支える福祉サービスの
充実が必要です。

座談会（地域づくりカフェ）での意見

◦「困ったときにはここに行けばいい」と常に
認識できる窓口が必要

◦相談したくても誰にしていいか分からず
困っている人が多い

◦困る前から地域の人々とのつながりを大事
にしなければならない

◦子どもから大人まで（障がい者、お年寄り）
が集まれる場所を設けることが必要

◦地域づくりカフェのような場があったら、
連携づくりのきっかけになると思う　など
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三世代
世帯

※平成 30 年 7 月～ 8 月に市内３地区で実施。



地域における福祉活動の充実と人材育成

自立した生活を支える福祉サービスの展開
佐世保「安全・安心のまちづくり」プロジェクト

佐世保「地域福祉教育」プロジェクト

地域の課題把握・解決のための仕組みづくり
佐世保「地域福祉・生活支援ネットワーク」プロジェクト

身近な地域で気軽に立ち寄り、相談ができる「場づくり」を進めるとともに、把握した
課題解決のため、各種制度や組織の縦割りを超えた支援が可能になるよう「地域の現場
で活動する人たち」がつながり、一つになれる協議体を構成し、地域住民、医療・福祉
の専門職をはじめ、多職種・多機関の連携による地域づくりに取り組みます。

子どもから大人まで、多様な人との出会いや交流から、生命を大切にし、他人への思いや
りや感謝の気持ちを持つとともに、人間の生き方について学び、それぞれの立場や心情を
思いやり、互いに支え合うことの素晴らしさにふれるような機会づくりを推進します。

災害から地域住民の生命を守るための取り組みの一つとして、住民が主体となって地域の
防災マップを作成することで、一人一人の防災・災害に関する認識や関心を高めるととも
に、地域の連帯の深まりを目指します。

◦地域ごとに住民参加で作成
◦作成プロセスを防災意識向上

の機会とする
◦多様な視点を反映する
◦防災訓練などに活用する

プログラム企画部会

行政

子ども（小学校・中学校・義務教育学校）
◦地域での支え合いについての学習機会の提供
◦学校と地域の具体的な連携方法

大人（一般企業）
◦社内研修等での学習機会の確保
◦障がい者施設訪問等、施設や事業所の協力に

よる体験機会の提供

社会福祉協議会

ふくし教育推進委員会

課題解決策を
フィードバック

圏域ごとでは解決できない
課題・地域の声を共有

地区自治協議会 27 圏域

住民主体の地域福祉活動

食事サービス、
見守り等の地域

ボランティア活動

ふれあい
いきいきサロン

民生委員活動など日頃の地域福祉活動

◦民生委員活動、サロン活動等の情報共有・発信

◦住民の交流スペースの設置、座談会などの開催

◦専門職員による移動巡回相談の実施

プログラムの実施・
協力➡ボランティア・
NPO など

プログラムの実施に
よる「ふくし教育」の
普及・推進

情報発信 連携

基本目標

１

基本目標

2

＋

基本目標

3

行政 企業

学校

町内会

民生委員
児童委員

消防団社会福祉
協議会

作成コーディネート
・専門的なサポート

地区自治
協議会

地域の多様な災害時の
課題・ニーズの把握

子ども 性別

高齢者 通勤通学者

観光客

ペット など一人暮らし

障がい者
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地域では解決できない課題

関係各課
参加

介護

介護予防医療

生活支援住まい

複合化した地域課題の共有・解決
のための相談支援ネットワーク

市役所内関係部署が連携

多職種が共に考え
地域課題解決を目指し

連携する仕組み

社会福祉
協議会 生活支援

コーディネーター

地域包括
支援センター

地区自治
協議会

民生委員
児童委員

地域
ボランティア医師

高齢者関係
専門職薬剤師

障がい者
関係専門職

子ども
関係専門職 教育

関係専門職

地域福祉・生活支援ネットワーク

「みんなで安全防災マップ」の作成

ふくし教育プログラム
の作成・実践

地域包括庁内推進会議

一人一人が役割を持ち、地域で支え合いながら
暮らすことができる「地域共生社会」の実現

～ 人と思いがつながるまち佐世保 ～

基本
理念

第 3 期 佐世保市地域福祉計画
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本年度から「第３期佐世保市地域福祉計画」の取り組みが始まりました。

本市ではこの計画を基本に「地域共生社会の実現」に向け、地域課題解決のための仕組みづくり

など、さまざまな事業に取り組んでいくこととしています。

しかし、地域福祉を進める上で最も大切なことは、住民の皆さんが自分の住んでいる地域や住民

のことに関心を持ち、考え、自分にできることを少しずつでも行動に移していくことです。

仮に課題解決の仕組みができたとしても、住民の皆さんの意識が変わらないと、地域福祉は

決して充実したものにはなりません。

まずは住んでいる地域や住民の皆さんに対する「意識を変える」こと。

意識が変わると、それが行動につながり、行動を重ねると習慣になるといわれています。

そのような習慣を身に付けた人がたくさん住む地域は着実に地域福祉が向上していくはずです。

核家族化が進み、共働きが増えるなど、現代社会での暮らしは時間的な制約もあるかもしれません

が、それでも皆さんにできることは必ずあると思います。

地域に暮らす全ての人が幸せになれるように、まずは意識を変えてみませんか。

「佐世保市がさらに住みやすい地域になるために」
をテーマに実施した「座談会（地域づくりカフェ）」
の 1 コマ。「地域力」について、参加した皆さんか
ら多くの意見が出され、熱い思いが語られました。

自分にできることを少しずつ

地域福祉

特集に関する問い合わせ　保健福祉政策課　☎ 24-1111

自助

互助

共助

公助

今度予定されている

町内会の清掃活動に

参加してみようかな

近所の一人暮らしの
お年寄りは最近元気
にされているかな

この通りは車が多いので子どもの見守りが必要だよね

一人一人の取り組み
生きがいづくり、健康づ
くり、介護予防など

介護保険制度や医療保険
制度などの相互扶助
医療サービスの提供、介
護サービスの提供など

近隣住民やボランティア
団体の助け合い
ボランティア活動、町内
会の活動など

法制度に基づく行政サー
ビス
行政が行う社会福祉サー
ビスなど
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